
【表紙】

 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年６月７日

【発行者名】 大和住銀投信投資顧問株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　後藤　正明

【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号

【事務連絡者氏名】 植松　克彦

【電話番号】 03-6205-0200

【届出の対象とした募集内国投資信託

受益証券に係るファンドの名称】

大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド

【届出の対象とした募集内国投資信託

受益証券の金額】

１兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年３月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。なお、平成30

年５月17日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。）の記載事項のうち、申

込（販売）手続の変更等および販売会社の異動に伴う訂正事項がありますので、本訂正届出書を提出す

るものであります。

 

２【訂正個所および訂正事項】
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

４　手数料等及び税金

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(５)課税上の取扱い

（以下略）

①個人の受益者に対する課税

（以下略）

＜損益通算について＞

解約時および償還時の譲渡損失（または譲渡益）については、上場株式等の譲渡益（または譲渡

損失）との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、上場株式等の配

当所得等（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能で

す。

また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失（または譲渡益）につい

ては、上場株式等の譲渡益（または譲渡損失）と相殺され、当該相殺後の譲渡損失については、上

場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。

※上場株式等には、取引所に上場されている株式等、公募株式等証券投資信託、公募公社債投資信

託および特定公社債が含まれます。

 

②法人の受益者に対する課税

（以下略）

＜訂正後＞

(５)課税上の取扱い

（以下略）

①個人の受益者に対する課税

（以下略）

＜損益通算について＞

解約時および償還時の譲渡損失（または譲渡益）については、上場株式等の譲渡益（または譲渡

損失）との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、上場株式等の配

当所得等（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能で

す。

また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失（または譲渡益）につい

ては、上場株式等の譲渡益（または譲渡損失）と相殺され、当該相殺後の譲渡損失については、上

場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。

※上場株式等には、取引所に上場されている株式等、公募株式等証券投資信託、公募公社債投資信

託および特定公社債が含まれます。

 

＜少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について＞

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象で

す。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託など

から生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得等や譲渡

所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方
※
で、販売会社で非課税口

座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ

せください。

※20歳未満の方を対象とした「ジュニアＮＩＳＡ」もあります。

 

②法人の受益者に対する課税

（以下略）
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第２【管理及び運営】

１　申込（販売）手続等

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(１)当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。

ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、取得のお申

込みを受付けないものとします。お申込みの受付は原則として午後３時までとします。これらの受付

時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日以降でニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の

休業日と同日でない最も近い営業日の取扱いとします。

 

(２)取得のお申込みは、確定拠出年金、これに類する前払退職金等の積立を目的とした定時定額購入等に

よる取得のお申込みのみを対象としています。

 

(３)申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初１口＝１円）とします。申込手数料はあり

ません。また、当ファンドの申込単位は１口または１円の整数倍で販売会社毎に定めた単位としま

す。

 

(４)お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることが出来る「分配金受取型」

と、分配金を自動的に無手数料で再投資する「分配金自動再投資型」があり、販売会社によってはど

ちらか一方のみの取扱いの場合があります。

 

(５)販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定の期間毎に定時定額購入（積立）を行うこ

とができる場合があります。詳細については、販売会社にお問い合わせください。

＊販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異な

る契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。

 

(６)確定拠出年金、またはこれに類する前払退職金等の積立を目的とした定時定額購入等を通じての取得

のお申込みについては、当該定めに従うものとします。

（以下略）

 

＜訂正後＞

(１)当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。

ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、取得のお申

込みを受付けないものとします。お申込みの受付は原則として午後３時までとします。これらの受付

時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日以降でニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の

休業日と同日でない最も近い営業日の取扱いとします。

 

(２)申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初１口＝１円）とします。申込手数料はあり

ません。また、当ファンドの申込単位は１口または１円の整数倍で販売会社毎に定めた単位としま

す。

 

(３)当ファンドの取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うもの

とします。お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることが出来る「分配金

受取型」と、税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する「分配金自動再投資型」があり、販売

会社によってはどちらか一方のみの取扱いの場合があります。

 

(４)販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定の期間毎に定時定額購入（積立）を行うこ

とができる場合があります。詳細については、販売会社にお問い合わせください。

＊販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異な

る契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
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(５)確定拠出年金、またはこれに類する前払退職金等の積立を目的とした定時定額購入等を通じての取得

のお申込みについては、当該定めに従うものとします。

（以下略）
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第三部【委託会社等の情報】

第２【その他の関係法人の概況】

１　名称、資本金の額及び事業の内容

(３)販売会社

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

 

名称
資本金の額（百万円）

平成29年９月末現在
事業の内容

株式会社三井住友銀行 1,770,996
銀行法に基づき、監督官庁の

免許を受け銀行業を営んでい

ます。

株式会社みずほ銀行 1,404,065

株式会社百五銀行 20,000  

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279
銀行法に基づき銀行業を営む

とともに、金融機関の信託業

務の兼営等に関する法律（兼

営法）に基づき信託業務を営

んでいます。
三井住友信託銀行株式会社 342,037

株式会社ＳＢＩ証券
（注） 48,323

金融商品取引法に定める第一

種金融商品取引業を営んでい

ます。

第一生命保険株式会社 60,000

保険業法に基づき、監督官庁

の免許を受け生命保険業を営

んでいます。

三井住友海上火災保険株式会社 139,595
保険業法に基づき、監督官庁

の免許を受け損害保険業を営

んでいます。
東京海上日動火災保険株式会社 101,994

(注)株式会社ＳＢＩ証券（資本金の額は、平成29年12月末現在）は、平成30年６月８日より募集・販売

の取扱いを開始する予定です。

 

以上
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